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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
案

等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
一

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
五

告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
六

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

○
都
市
計
画
の
案
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
一
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
国
立
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
（
国
立

市
谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響

評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提

出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段

階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

国
立
市

矢
川
三
丁
目
、
石
田
、
青
柳
、
谷
保
字
上
峯
下
及
び

富
士
見
台
四
丁
目
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

国
立
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
（
国
立

市
谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
間
）
建
設
事
業

道
路
の
設
置

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
国
立
市
泉
一
丁
目
（
府
中
市
境
）
を
起
点
と
し
、

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
（
立
川
市
境
）
を
終
点
と
す
る
延
長
約

二
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
都
市
計
画
道
路
で
あ
る
「
国
立
都
市
計

画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
」
の
う
ち
、
国
立
市
谷

保
を
起
点
と
し
、
国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
を
終
点
と
す
る
延
長

約
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、
往
復
四
車
線
の
道

路
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
質
汚
濁
、
生
物
・

生
態
系
、
景
観
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
及
び
廃
棄
物
に

つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
七
年
十
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で
。
た

だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
の
一

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法
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持
参
、
郵
送
又
は
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt／reading_guide／
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
城
山

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
台
町
一
丁
目
四
十
五
番
十
九
地
内

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
一
、
六
九
六

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
八
、
〇
九
九

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３５９

中
央
区
選
挙
区

４９,６９２

港
区
選
挙
区

６９,５００

新
宿
区
選
挙
区

９１,５２６

文
京
区
選
挙
区

６２,４９４

台
東
区
選
挙
区

５９,２３３

墨
田
区
選
挙
区

８０,３６２

江
東
区
選
挙
区

１３８,９７８

品
川
区
選
挙
区

１１５,２６４

目
黒
区
選
挙
区

７９,００９

大
田
区
選
挙
区

１７１,２００

世
田
谷
区
選
挙
区

１９６,４５４

渋
谷
区
選
挙
区

６４,５０８

中
野
区
選
挙
区

９５,０３７

杉
並
区
選
挙
区

１４８,３８５

豊
島
区
選
挙
区

７７,００７

北
区
選
挙
区

９７,５５４

荒
川
区
選
挙
区

５７,９２１

板
橋
区
選
挙
区

１４６,４８０

練
馬
区
選
挙
区

１７０,６３９

足
立
区
選
挙
区

１６２,５２６

葛
飾
区
選
挙
区

１２８,２４６

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,７４５

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,４１９

立
川
市
選
挙
区

５２,０８９

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５１４

三
鷹
市
選
挙
区

５２,９４０

青
梅
市
選
挙
区

３６,９１１

府
中
市
選
挙
区

７２,７７２

昭
島
市
選
挙
区

３２,０３７

町
田
市
選
挙
区

１２０,４７４

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６５８

小
平
市
選
挙
区

５３,９００

日
野
市
選
挙
区

５２,７７８

西
東
京
市
選
挙
区

５７,２５０

西
多
摩
選
挙
区

６７,７５３

南
多
摩
選
挙
区

６７,７８１

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,６１８

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,４７４

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,２６４

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,５６３

島
部
選
挙
区

６,４７３

公

告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
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立
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

国
立
都
市
計
画
道

路
三
・
三
・
十
五

号
中
新
田
立
川

線

追
加
す
る
部
分

国
立
市
大
字
谷
保
字
上
峯
下
及
び
富
士

見
台
四
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

国
立
市
大
字
谷
保
字
上
峯
下
及
び
富
士

見
台
四
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

国
立
市
泉
三
丁
目
、
泉
四
丁
目
、
泉
五

丁
目
、
矢
川
三
丁
目
、
大
字
谷
保
字
上

峯
下
及
び
富
士
見
台
四
丁
目
各
地
内

三
・
四
・
五
号

立
川
青
梅
線

追
加
す
る
部
分

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
、
大
字
石
田

字
鶉
久
保
、
大
字
谷
保
字
上
峯
下
、
青

柳
一
丁
目
及
び
立
川
市
羽
衣
町
三
丁
目

各
地
内

変
更
す
る
部
分

国
立
市
富
士
見
台
一
丁
目
、
富
士
見
台

二
丁
目
、
富
士
見
台
三
丁
目
、
富
士
見

台
四
丁
目
、
大
字
石
田
字
鶉
久
保
、
大

字
谷
保
字
上
峯
下
、
青
柳
一
丁
目
、
青

柳
三
丁
目
及
び
立
川
市
羽
衣
町
三
丁
目

各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
国
立
市
役
所
及
び
立

川
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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